
規 則

〇北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則
…………………………………………………………………………………（自然環境課） ３１

〇北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則……………………………（住宅課） ３１
告 示

〇廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指定区域の指定…（循環型社会推進課） ３１
〇道営土地改良事業変更計画の決定……………………………………（農業施設管理課） ３２
〇北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指定の一部改正……（調達課） ３２
〇特定調達契約に係る入札の公告…………………………………………………（調達課） ３２

総合振興局告示及び振興局告示

〇特定調達契約に係る落札者等の公示（２件）……………………………………………… ３３
道収用委員会告示

〇裁決手続開始の決定…………………………………………………………………………… ３４

規 則

北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成２３年８月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第５６号

北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道希少野生動植物の保護に関する条例施行規則（平成１３年北海道規則第１２３号）の一
部を次のように改正する。
第４条第５号ニ中「第２条に規定する放送」を「第２条第１号に規定する放送」に改め、
「、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律（昭和２６年法律第１３５号）第２条に規定
する有線ラジオ放送の業務、有線放送電話に関する法律（昭和３２年法律第１５２号）第２条第
２項に規定する有線放送電話業務、有線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）第２
条第１項に規定する有線テレビジョン放送の業務」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２３年８月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第５７号

北海道営住宅条例施行規則の一部を改正する規則

北海道営住宅条例施行規則（平成９年北海道規則第４２号）の一部を次のように改正する。

別表第１の１の表道公営住宅の部登別市の項中「４４５」を「４６１」に改め、同部函館市の項

中「１，７４０」を「１，７９０」に改め、同部網走市の項中「４２０」を「４４４」に改め、同部釧路市の

項中「１，０８１」を「１，０７９」に改め、別表第１の２の表駐車場の部登別市の項中「４４５」を

「４６１」に改め、同部函館市の項中「１，４１２」を「１，４６２」に改め、同部網走市の項中「４１７」

を「４４１」に改め、同部釧路市の項中「８１１」を「８０９」に改める。

別表第４網走市の部中

「
サンガーデン鉄南団地駐車場 ２，９２０円

」
を

「
サンガーデン鉄南団地駐車場 ２，９２０円

サンリッチヴィラ２団地駐車場 ２，９２０円
」

に改める。

附 則

この規則は、平成２３年９月１日から施行する。ただし、別表第１の１の表道公営住宅の部

網走市の項及び２の表駐車場の部網走市の項並びに別表第４網走市の部の改正規定は、同年

１０月１日から施行する。

告 示

北海道告示第５４７号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１５条の１７第１項の規定に

より、次のとおり指定区域として指定する。

平成２３年８月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 指 定 番 号 第７７号

� 指定の区域 帯広市西２４条北４丁目１番４の一部及び１番２１の一部
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� 埋立地の区分 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。
以下「政令」という。）第１３条の２第１号

２� 指 定 番 号 第７８号
� 指定の区域 中川郡本別町美蘭別３３３番の一部、３６３番１の一部及び８２４番の一部
� 埋立地の区分 政令第１３条の２第１号

北海道告示第５４８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（深
川第２地区農業用水再編対策［地域用水機能増進型］）事業の土地改良事業変更計画を定め
た。
その関係書類は、北海道空知総合振興局に備え置いて、平成２３年８月３０日から２０日間、一
般の縦覧に供する。
平成２３年８月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第５４９号

昭和５３年北海道告示第３７２８号（北海道収入証紙の元売りさばき人及び売りさばき人の指
定）の一部を次のように改正し、平成２３年９月１日から施行する。
平成２３年８月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
２ 売りさばき人の項士幌町農業協同組合の事項中「昭和３４．６．８ 士幌町農業協同組

合」を
「昭和３４．６．８ 士幌町農業協同組合

同 出納事務取扱所」
に改める。

北海道告示第５５０号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年８月２６日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 入 札 に 付 す る 事 項
� 調達をする物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータの賃貸借 １台分 一式（１月当たりの単価）

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書による。
� 契 約 期 間 平成２３年１１月１日から平成２７年１０月３０日まで。ただし、予

算の範囲内で当該契約期間を変更することがあり得る。
� 納 入 場 所 入札説明書による。
� 電子入札に関する事項 この入札は、原則として、入札書その他の書類の提出を電

子入札システムを利用して行うこと。ただし、電子入札シス
テムにより難い場合は、事前の申込みにより、紙の手続によ
る参加を認める。

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の賃貸借（電子計算機）の資格を有するこ
と。

� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 当該物品に関し、仕様を満たす製品の供給が可能であること。
３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、ア及びイに定めると
ころにより、２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年８月２６日午前９時から同年９月７日午後５時まで。

ただし、紙により申請する場合で持参によるときは、北海道
出納局集中業務室調達課に平成２３年８月２６日から同年９月７
日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の毎日の午前９時から
午後５時まで（同年９月７日は午後３時まで）の間に、送付
によるときは、郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西
７丁目 北海道出納局集中業務室調達課に平成２３年９月６日
までに提出すること。

イ 申 請 の 方 法 北海道出納局集中業務室調達課の指示により作成した申請
書類を提出しなければならない。

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道出納局集中業務室調達課

５ 入 札 書 の 提 出 等
� 入 札 開 始 日 時 平成２３年９月２０日 午前９時
� 入札書提出締切日時 平成２３年９月２２日 午後３時

ただし、紙により提出する場合で、持参によるときは、次
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の開札場所に開札予定日時に、送付によるときは、郵便番号
０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目 北海道出納局集
中業務室調達課に平成２３年９月２１日まで提出すること。

� 開 札 場 所 北海道出納局集中業務室調達課
� 開 札 予 定 日 時 平成２３年９月２６日 午前１１時
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 一連の調達契約に関する事項
� この契約による調達後において調達が予定される物品等の名称、数量及びその入札の
公告の予定時期
ア 名 称 及 び 数 量 パーソナルコンピュータの購入 ９０台
イ 予 定 時 期 平成２４年１月頃

� この契約を含む一連の調達契約のうち最初の契約に係る入札の公告
平成２３年４月２２日付け北海道告示第２９４号

８ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 電子入札システム上及び北海道出納局集中業務室調達課
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入
る返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに
見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添
えて、契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道出納局集中業務室調達課のホームページ
（http : //www.pref.hokkaido.lg.jp/st/cut/kjc4.htm）においてダ
ウンロードすることができる。

９ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
落札者の決定方法は次によることとし、契約書の作成は要する。
北海道財務規則（昭和４５年北海道規則第３０号）第１５１条第１項の規定により定めた予定
価格（借入台数分に係る１月当たりの単価）の制限の範囲内で最低の価格（借入台数分に
係る１月当たりの単価）をもって入札（有効な入札に限る。）した者を落札者とする。

１０ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１１ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、	、
及び�から�までによるほか、次に
よる。

契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局集中業務室調達課
� 所 在 地 郵便番号０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西７丁目

電話番号０１１－２０４－５０７６
１２ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Lease of Personal Computer 1 1 set

Ｂ Bid tendering date and time : 11 : 00 A.M., September 26, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than September 21, 2011)

Ｃ Contact : Procurement Division, Office of Centralized Affairs, Treasury Bureau, Hokkaido

Government Kita 3-jo, Nishi 7-Chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8588 Japan

Phone : 011-204-5076

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道宗谷総合振興局告示第２号

次のとおり一般競争入札により落札者及び随意契約の相手方を決定した。
平成２３年８月２６日

北海道宗谷総合振興局長 吉 田 浩 史
１� 落札に係る物品等の名称及び数量
ア 除雪トラック（１０ｔ級） １台
（除雪トラック（１０ｔ級）１台と交換）

イ ロータリ除雪車（１．３・７００ｔ／ｈ級） １台
ロータリ除雪車（１．５・８００ｔ／ｈ級） １台
（ロータリ除雪車（８０ＰＳ級）２台と交換）

� 落札を決定した日
平成２３年８月１８日

� 落札者の氏名及び住所
ア� 氏 名 北海道いすゞ自動車株式会社
� 住 所 札幌市中央区宮の森２条１丁目２番５５号
イ� 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
� 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

� 落札金額
ア ３６，３３０，０００円
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イ ２８，４７６，０００円
� 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

� 一般競争入札の公告
平成２３年７月８日付け北海道宗谷総合振興局告示第１号

２� 随意契約に係る物品等の名称及び数量
除雪トラック（１０ｔ級） ２台

� 随意契約の相手方を決定した日
平成２３年８月１８日

� 随意契約の相手方の氏名及び住所
ア 氏 名 北海道いすゞ自動車株式会社
イ 住 所 札幌市中央区宮の森２条１丁目２番５５号

� 随意契約に係る契約金額
６５，１００，０００円

� 契約の相手方を決定した手続
随意契約

� 随意契約によった理由
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第８号の規定による。

３ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道宗谷総合振興局稚内建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 稚内市末広４丁目２番２７号

北海道釧路総合振興局告示第４号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年８月２６日

北海道釧路総合振興局長 村 井 悟
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� ロータリ除雪車（２．２／２，３００ｔ級） １台
（ロータリ除雪車（２００ＰＳ級）１台と交換）

� 除雪トラック
ア その１（７ｔ級４×４タンク型） １台
イ その２（１０ｔ級６×６専用型アングリングプラウ付きほか） １台
ウ その３（１０ｔ級６×６専用型ワンウエイウイング付きほか） １台
エ その４（１０ｔ級６×６専用型ワンウエイプラウ付きほか） １台
（除雪トラック（７ｔ級タンク型１台及び１０ｔ級６×６専用型３台）４台と交換）

� 除雪トラック（１０ｔ級６×６専用型） １台
� 凍結防止剤散布車（自走式６輪駆動、湿式４．０�級、溶液供給装置付き） １台
（凍結防止剤散布機（２．０�級車載式）１台と交換）

２ 落札を決定した日
平成２３年８月１８日

３ 落札者の氏名及び住所
�ア 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
イ 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

�ア 氏 名 ＵＤトラックス道東株式会社
イ 住 所 帯広市西２１条北１丁目３番１２号

�ア 氏 名 東北海道日野自動車株式会社
イ 住 所 帯広市西１９条北１丁目７番６号

�ア 氏 名 株式会社日本除雪機製作所
イ 住 所 札幌市手稲区稲穂３条６丁目４番３８号

４ 落札金額
� ２０，８５３，０００円
� １４２，４１６，７５０円
� ３３，６００，０００円
� ３９，５０１，０００円
５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年７月８日付け北海道釧路総合振興局告示第２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道釧路総合振興局釧路建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 釧路市双葉町６番１０号

道 収 用 委 員 会 告 示

北海道収用委員会告示第１０号

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により収用の裁決手続の開始を決
定したので、次のとおり公告する。
平成２３年８月２６日

北海道収用委員会会長 山 口 均
１ 事 件 名

３４北 海 道 公 報 第����号平成２３年８月２６日（金曜日）



平成２３年（収）第６号札幌圏都市計画道路事業（３・３・５号北５条・手稲通）収用事
件
２ 起業者の名称

札幌市
３ 事業の種類
札幌圏都市計画道路事業（３・３・５号北５条・手稲通）

４ 裁決手続開始を決定する土地

裁決手続の開始を決定する土地 土地所有者 土地に関して権利を有する関係人

所 在 地番 地目
登記記録
上の地積
（�）

実測地積
（�）

収用しよ
うとする
土地の面
積（�）

氏 名 住 所 氏 名 住 所

権利の表示

受付年月日
・受付番号 種類

札幌市中央
区北４条西
１４丁目

１番８０ 宅地 １７．２８ １７．２８ １７．２８ 谷黒太陽薬品株式会社 札幌市中央区北４条西２７丁目３番１号 株式会社北洋銀行 札幌市中央区大通
西３丁目１１番

平成１０年
１１月２４日
第２４３３１号

根抵当権

１番８１ 宅地 ３５．５８ ３５．５８ ３５．５８

５ 裁決手続開始決定の日
平成２３年８月１９日
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